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ひまわりの丘第三学園
安田　　豊
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ひまわりの丘第三学園
横山　結実

１年間の研修を終えて１年間の研修を終えて

　私は平成31年４月１日より、強度行動障害の方を支援する生活支援部特別支援課かわせみ寮において、

１年間の長期派遣研修に従事させていただきました。この長期派遣研修は自身が所属する「社会福祉法人岐

阜県福祉事業団　ひまわりの丘」の再整備事業の一環として、強度行動障害の状態を示す方への支援方法を

学び、スキルアップすることを目的として実施されました。

　研修が始まる前は１年という期間は長いように思っていましたが、実際の現場では日々学ぶことが多く、

充実した毎日を送ることができたためか、あっという間に過ぎていきました。研修では構造化や自立課題な

ど、自閉症の方や強度行動障害の状態を示す方に有効な支援方法を教えていただき、自身の施設に取り入れ

たい知識や支援技術について学びを深めることが出来ました。

　群馬県高崎市という初めての土地であり、慣れない環境での研修でしたが、所属するかわせみ寮の職員の

皆さんに温かく迎えてもらい、支援方法や考え方について教えて頂くことができ、高いモチベーションを持っ

て最後まで研修に従事することが出来ました。

　また、のぞみの園で開催された講演会や応用行動分析に関するコンサルティング、かわせみ寮の勉強会な

どにも参加させていただき、様々なテーマについて学ぶことができ、充実した研修であったと振り返ります。

この１年間で学んだことを私の職場に持ち帰り、共に働く職員に伝え、共有していくことで、より質の高い

支援に繋げていきたいと思います。

　この長期派遣研修は３年間で計６名の職員が従事させていただく予定になっています。これから従事する

職員についても同様に、学ぶ機会を多く与えていただけることに感謝致します。

　１年間ありがとうございました。
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ひまわりの丘第三学園
安田　　豊

長期派遣研修を終えて長期派遣研修を終えて
ひまわりの丘第三学園
横山　結実

１年間の研修を終えて１年間の研修を終えて

Ⅰ．はじめに
　強度行動障害の支援を学ぶため、生活支援部特別支援課あじさい寮において、４月から１年間の研修を

させて頂きました。初めて体験することが多く、１年間を終えた今、深い学びを得ることができたことを

感謝しております。

Ⅱ．研修で感じたこと
　支援者同士がよく話し合い、常に新たな一歩を踏み出せば、必ず何らかの変化が見えるものです。その

結果、良い変化が生じれば、支援員も大いに励まされますが、必ずしも期待した変化が見られるとは限り

ません。ひとつの問題が改善されても、別の新しい問題が生まれることもあります。しかしながら、あじ

さい寮の職員は素早く軌道修正し、利用者にとって、更に良い支援があるのではないかと常に前向きに考

えていました。様々な支援を導入し、実際にその支援が利用者に上手く機能したとしても、詳細なアセス

メントから最良の支援方法に変更していく風景の数々を目の当たりにしました。

　利用者支援を検討し、悩んでいる時、１人で考え込むと視野が狭くなる傾向があることも、これまでの

経験の中で感じていたことです。あじさい寮では、他の支援員に相談することで様々なアイデアをもらう

ことができ、支援の幅が広がっていきましたが、相談する度に、皆さんの知識量には驚かされました。普

段から自己研鑽に励んでいることがよく分かりました。私も頑張ろうと思いました。支援に躓き上手に進

まない時には、周りの支援員が声をかけ励ましてくれました。強度行動障害のある方の支援はチームで取

り組んでいくことが大切であると改めて実感すると同時に、チームでのコミュニケーションの大切さを痛

感しました。

Ⅲ．最後に
　研修を終えて、これからひまわりの丘に戻り強度行動障害のある方への支援を行っていく中で、あじさ

い寮で学んだことを生かし、自分自身も知識を増やし、チームの職員と協力して利用者支援をしていきます。
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令和元年度 総合支援法の見直しに向けたサービスの
実態把握及びその効果の検証のための研究

研究部研究課研究員　 岡田 裕樹・古屋 和彦

Ⅰ．はじめに
　日中サービス支援型共同生活援助、自立生活援助、就労

定着支援、重度障害者等包括支援の全国の指定状況を調

査するため、また、重度訪問介護の入院時支援を行ってい

る事業所の情報を得るため、指定権限がある全国の都道府

県、指定都市、中核市125自治体を対象としたアンケート

調査を実施し、125自治体から回答がありました（回収率

100％）。事業所の指定状況では、令和元年８月１日現在

で、日中サービス支援型共同生活援助は104事業所、自立

生活援助は274事業所、就労定着支援は1,275事業所、重

度障害者等包括支援は20事業所でした（表１）。また、重

度訪問介護については、34自治体から入院時支援を行って

いる238事業所の情報を得ることができました。

　 表１．指定事業所数（令和元年８月１日）

Ⅱ．日中サービス支援型共同生活援助の指定事業所
における運営状況および利用実態に関する調査

　日中サービス支援型共同生活援助は、重度化・高齢化の

障害者に対して常時の支援体制を確保することを基本とし

た共同生活援助の新類型として平成30年度に創設されま

した。今回の研究では、創設後、１年４カ月を経過した令

和元年８月１日現在で、指定を受けている事業所数を把握

するとともに、その事業所を対象に、運営状況、利用者像

等の把握をしたうえで、今後の課題等を抽出し、次期報酬

　国立のぞみの園では、平成30年度から令和元年度にかけて厚生労働科学研究「総合支援法の見直しに向けたサービスの

実態把握及びその効果の検証のための研究」に取り組みました。この研究の内容は、障害者総合支援法に基づくサービス

として位置づけられる日中サービス支援型共同生活援助、自立生活援助、重度訪問介護、就労定着支援、重度障害者等包

括支援について、次期報酬改定を踏まえて、実態把握および効果、課題を検証することが主な目的です。以下、研究成果

の概要を紹介していきます。

改定に向けての基礎資料とすることを目的としました。

　方法は、指定を受けている104事業所を対象に、事業所

および利用者の実態をアンケート調査し、その後、高齢・

重度の利用者比率が高い５事業所を対象に、事業所の課題

等についてヒアリング調査を実施しました。

　その結果、現状での日中サービス支援型共同生活援助

は、高齢者よりも重度障害者の多い事業所の指定取得が多

図１．60歳以上の利用者がいる事業所

図２．障害支援区分５および６の利用者がいる事業所

図３．60歳以上で区分５および６の利用者がいる事業所
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く、従来の介護サービス包括型の延長線上に位置し、重度

の障害がある在宅者および旧類型のグループホーム利用者

が、これから高齢化を迎える準備として、利用しているケー

スが多いことが明らかとなりました（図１〜３参照）。

　考察として、高齢・重度化を見据え、①医療連携、②日

中活動のプログラム化の２つの課題があると考えられまし

た。また、この２つの課題を解決するためには、高齢・重

度化に対応する職員の確保とスキルアップが重要です。

Ⅲ．自立生活援助に関する自治体の指定状況及び
指定事業所の状況等についての実態調査

　自立生活援助は、定期的な巡回訪問や随時の対応等に

よって障害者の地域生活を支援する新たなサービスとして

平成30年度に創設されました。今回の研究では、創設後

１年４カ月が経過した令和元年８月１日現在で、指定を受

けている事業所数を把握するとともに、その事業所を対象

に、運営状況、利用者像等の把握をしたうえで、今後の課

題等を抽出しました。

　方法は、指定を受けている274事業所を対象に、事業所

および利用者の実態をアンケート調査し、198か所から回

答を得ました（回収率72.3％）。その後、利用者の人数や

支援の頻度が多い５事業所を対象に、事業所の課題等につ

いてヒアリング調査を実施しました。

　その結果、利用者は、年齢は40歳代から50歳代が多く、

障害種別は精神障害が64.7％、知的障害が31.9％で、こ

の２つの障害が大半を占めていました。利用者のサービス

利用前の居住形態は「家族と同居」（17.8％）、「精神科病

院」（16.6％）、「共同生活援助」（15.1％）などでしたが、

現在の居住形態は「単身」（79.9％）が最も多く（図４）、

家庭や病院、施設から単身生活への移行のために、自立生

活援助のサービスが一定程度活用されている状況がうかが

えました。支援の頻度は、訪問支援が月3.4回（利用者一

人あたりの平均値）でした。随時通報を受けて訪問支援を

行った利用者は全体の21.7％で、支援の内容は「手続きの

支援」「日常生活に関する支援」「金銭に関する支援」「健

康に関する支援」が多い傾向がありました。

　考察として、①報酬と標準利用期間の妥当性の検証、②

指定事業所の拡充に向けた働きかけの2点が今後の課題で

あると考えられました。全国で指定事業所が１つもない自

治体もあり、必要な事業所数の整備が課題となっていると

言えます。

図４．現在の居住形態（n=601）

Ⅳ．重度訪問介護の訪問先拡大に関する支援と利用
者の状況等についてー事業所、関係機関、利用
者を対象とした実態調査−

　重度訪問介護は、重度の肢体不自由者や重度の知的障害

者など、手厚い支援や医療的な支援が必要な人の身体介助

や移動支援などを行うサービスですが、平成30年度から対

象が拡大されて、医療機関入院時の利用が可能となりまし

た。今回の研究では、重度訪問介護の入院時支援の実態に

ついての全体像を把握したうえで、その効果の検証を行う

ことを目的としました。

　方法は、自治体から情報を得られた238事業所を対象

に、入院時支援の利用者数などをアンケート調査し、95事

業所から回答を得ました（回収率39.9％）。その後、入院

時支援を行った利用者が多い事業所を対象に、支援の状況

や効果等についてヒアリング調査を実施しました。あわせ

て、重度訪問介護の入院時支援を受け入れた経験がある医

療機関、支給決定を行っている自治体、実際に入院時支援

を受けたことがある利用者を対象に、ヒアリング調査を実

施しました。

　その結果、アンケート調査から、入院時支援を行った利

用者の障害種別は、身体障害が46.8％、難病が41.7％、

知的障害が8.3％であり、入院時支援の利用者は難病が多

く、知的障害が少ないことがうかがえました。ヒアリング

調査から、日常的に関わりがあって馴れているヘルパーが

付き添うことでの利用者の安心感が生じており、また、医

療機関にとってもヘルパーから必要な支援や介助方法など

を適切に伝えられることでケアの向上も図られていること

がわかりました（表２）。また、対象拡大以前は障害者本

人や家族の手間や負担は大きかったため、入院すること自
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体をためらい回避することで、結果的に重症化に至ること

もありました。重度訪問介護の利用が可能となり、円滑な

入院と治療が可能となり、重症化の予防につながっている

と考えられます。

　考察として、①遠方の入院先の支援、②医療機関の対応

と事前の役割の整理の２点が今後の課題と考えられます。

重度訪問介護は、重度の障害者が安心して入院できるため

に重要なサービスとなっており、今後の事業の普及が重要

です。

表２．ヒアリング調査の主な結果

Ⅴ．就労定着支援に関する支援と利用者の状況等に
ついての実態調査

　就労定着支援は、一般就労に移行した障害者の就労に伴

う日常生活及び社会生活上の支援ニーズに対応するサービ

スとして平成30年度に創設されました。今回の研究では、

指定を受けている事業所を対象に、創設後１年５カ月が経

過した令和元年９月末日現在での運営状況、利用者像等の

把握をしたうえで、今後の課題等を抽出しました。

　方法として、指定を受けている1,275事業所を対象に、

事業所および利用者の実態をアンケート調査し、588か所

から回答を得ました（回収率43.8％）。その後、利用者の

人数や支援の頻度が多い５事業所を対象に、事業所の課題

等についてヒアリング調査を実施しました。さらに、サー

ビスの利用者を対象に、支援の内容やニーズ等について調

査を実施しました。

　その結果、就労定着支援の利用者は、年齢は20歳代

から30歳代が中心で、利用者の障害種別は、知的障害が

42.0％、精神障害が33.6％、発達障害が20.8％で、この

３障害で大半を占めていました。事業所の支援では、企業

訪問の回数、利用者への支援回数はいずれも月「１回」が

最も多く（約６割）、支援の内容は、「仕事の遂行に関する

こと」、「体調・健康状態」、「職場の同僚との人間関係」、「職

場の上司との人間関係」などが多い傾向がありました（図

５）。また、就労定着率７割以上の事業所が全体の77.8％

を占めており、多くの事業所が高い就労定着率を達成して

いることがわかりました。

　考察として、①報酬等制度の内容の改善、②支援が必要

な者へのサービスの提供、③生活場面も含めた支援の遂

行、④支援終了後の切れ目ない支援の４点が今後の課題と

考えられます。利用者のニーズとして生活面も含めた支援

が求められており、「就労定着支援」のあり方について整

理をし、あるべき支援を示す必要があると考えられます。

また、支援終了後のつなぎ先で「特に他機関につないでい

ない」と回答する事業所が約1割あり、就労定着支援のサー

ビス終了後も切れ目のない支援が行き届くよう、地域にお

いて連携した体制の構築が重要です。

図５．利用者への主な支援内容（n=3,782）

Ⅵ．重度障害者等包括支援事業の実施方法及び運営
方法に関する研究

　重度障害者等包括支援は、介護の必要性がとても高い人

に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行うものです。

しかし、制度の仕組みが誕生してから10年以上が経過して

いますが、全国の利用実績が少なく、実施事業所の普及が

進んでいないのが現状です。今回の研究では、令和元年８

月１日現在で、指定を受けている事業所数を把握するとと
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もに、利用者および指定事業所を増やすための改善課題等

を抽出し、次期報酬改定の見直しのための基礎資料とする

ことを目的としました。

　方法として、指定を受けている20事業所を対象に、グ

ループインタビューへの参加の意向確認のアンケート調査

を行い、同意を得た11事業所の支援者に集まって頂き、利

用者および指定事業所を増やすための改善課題等について

聞き取り調査を行いました（表３参照）。

表３．グループインタビューによる聞き取り調査の主な結果

　その結果、重度障害者に暮らしやすい支援ができること

など、制度の良い点が挙げられるとともに、対象条件の緩

和や繁雑な事務等を考慮した報酬の改善などが挙げられま

した。

　また、今回の研究の成果物として、自治体、事業所およ

び当事者の家族等に向け、制度の理解および利用促進を目

的としたリーフレット（web版）を作成しました（国立の

ぞみの園のホームページに掲載いたします）。

　考察として、①自治体、事業所および重度障害者の家族

等に、この制度を広く認知してもらうことを目的に、制度

の内容、対象者像を分かりやすく解説したリーフレット、

好事例集等のツールを活用して情報を広めること、②利用

者、事業者双方に利点のある制度とすることを目的に、対

象条件の緩和と報酬改定の検討を行うことの2点が課題と

考えられます。

Ⅶ．おわりに
　平成30年度から令和元年度にかけて国立のぞみの園が

行った「総合支援法の見直しに向けたサービスの実態把握

及びその効果の検証のための研究」は、障害者の重度化・

高齢化、医療的ケア児や精神障害者の増加などに伴い、障

害福祉サービス等の利用者が多様化し、個々のニーズに応

じたサービスの提供体制を整備する必要があるとされてい

るなかで、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定におい

て創設された、日中サービス支援型共同生活援助、自立生

活援助、就労定着支援、サービスの対象が拡大となった重

度訪問介護、基本報酬及び加算等の見直しが行われた重度

障害者等包括支援について、次期報酬改定を踏まえて、実

態把握および効果の課題を検証することを主な目的として

行いました。

　今回の調査では、各都道府県、指定都市、中核市の協力

の下、指定を受けている事業所数を正確に抽出することが

でき、そのデータを基に指定取得事業所へのアンケート調

査を実施し、数量的に実態を把握することができ、そこか

ら適切な事業所を抽出してヒアリング調査を行い、報酬改

定に向けた課題を検証することができました。この場をお

借りして、調査にご協力いただいた皆様に、心よりお礼申

し上げます。本当にありがとうございました。

　今後も国立のぞみの園では、障害者支援に寄与する調査・

研究を、これからも行ってまいります。引き続きご協力を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　なお、今回ご紹介した調査研究は、国立のぞみの園紀要

第13号に掲載されます。下記の国立のぞみの園ホームペー

ジにて閲覧することができます。ぜひ、ご利用ください。

国立のぞみの園ホームページ
https://www.nozomi.go.jp

調査・研究  ⇒  調査研究報告・テキスト  ⇒  紀要
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矯正施設を退所した女性の知的障害者等の
地域生活の支援状況に関する調査研究

研究部研究課研究係　 佐々木　茜

Ⅰ．調査の背景
　我が国における矯正施設を退所した女性に関する先行研究

では、女性の非行・犯罪行為の特徴や女子刑務所のあり方、

女性に限らない知的障害を有する又はその疑いのある受刑者

の実態などに着目した研究及び論考は一定数あるものの、女

性の知的障害者が矯正施設を退所した後の地域生活支援に焦

点を当てた調査・研究は無いのが現状です。

　そこで本研究では、矯正施設を退所した知的障害等のある

女性の特性と、特性を踏まえた矯正施設退所後の支援におけ

る課題等について整理・分析を行ったうえで、地域生活支援

のあり方について考察することを目的として、以下の２つの

調査を行いました。

調査１：「特別調整（※）」によって矯正施設を退所した知的障

害等のある女性の実態調査

調査２：矯正施設を退所した知的障害等のある女性に対する

支援課題に関する調査

※「特別調整」とは、矯正施設を退所した後、帰る場所が無い障
害者や高齢者に対する支援制度で、「特別調整」の利用により、
地域生活定着支援センターが対象者に対して、矯正施設に収容さ
れている時から、住む場所や経済基盤を始めとした福祉的支援の
調整を行うことができます。

Ⅱ．調査の概要
■調査１

《方法》全国48カ所の地域生活定着支援センター（以下、「定

着支援センター」という。）を対象とした郵送によるアンケー

ト調査を実施しました。回答は、個々の事例を収集する形で

はなく、定着支援センターが帰住地のセンターとして特別調

整によるコーディネートを行った、知的障害等のある女性（疑

いを含む）すべての情報について、質問項目の選択肢に当て

はまる合計数の回答を求める形としました。内容は、①基本

　国立のぞみの園では、平成20年度から矯正施設を退所した知的障害・精神障害・発達障害（以下、「知的障害等」という。）

のある人の支援に関する事業を行っています。事業の一環として、非行・犯罪行為に至った知的障害者の支援に関する調

査研究を行い、課題の把握と解決方策の提案等を行ってきました。令和元年度は、矯正施設を退所した知的障害等のある

女性に焦点を当て、実態把握を行い、地域生活支援のあり方について考察しました。

情報、②矯正施設入所前の状況、③退所後の状況としました。

《結果》42センターより回答がありました（回収率87.5％）。

データクリーニングを行い、支援対象者307人分を有効回答

として集計・分析を行いました。

　①基本情報では、非行・犯罪名は窃盗が59.3％、矯正施設

退所時の年齢は40 〜 50歳代が25.1％、知能指数（能力検

査値含む）は50 〜 70未満が51.5％、所持手帳は療育手帳

が42.0％、最終学歴は中学校（普通学級）卒業が44.3％、

婚姻状況は「婚姻歴あり」が65.5％と最も多くなっていまし

た。②矯正施設入所前の状況では、「犯罪行為に至るまでに経

験した事項」の上位10項目の結果は図１のようになりました。

③矯正施設退所後の状況は、帰住地は更生保護施設などを含

む「その他」が14.9％、帰住先からの転居は「転居無し」が

35.8％、矯正施設退所後の経済基盤は生活保護が70.1％と最

も多くなっていました。

図１　犯罪行為に至るまでに経験した事項の上位項目（複数回答）

■調査２
《方法》承諾の得られた女子刑務所３カ所、女子少年院２カ所

および刑務所・少年院所在地の保護観察所と定着支援センター

各５カ所を対象とした訪問によるヒアリング調査を行いまし

た。調査はインタビューガイドに沿って実施し、内容は①矯

正施設退所後に福祉の支援を必要とする知的障害等のある女
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性の実態、②矯正施設退所後に福祉的支援につなげるための

課題としました。

《結果》矯正施設退所後に福祉の支援を必要とする知的障害等

のある女性の実態では、「知的障害等の診断およびその疑いが

ある」、「過去に福祉で嫌な経験を持ち支援を拒絶する」、「質

問に対して、思っていないことでも相手が喜ぶ回答を言い、

本心と思いこむ」、「生きづらさの自覚がない」、「身元引受人

になるパートナー、知人がいる」、「ホームレスに慣れている」

などの回答が得られました。この結果を生物・心理・社会モ

デル（BPSモデル）を用いて分析すると、①身体的状態像の

問題、②体験からの問題、③思考の表出の問題、④自分の課

題に直面化できていない問題、⑤福祉に対してネガティブな

考えの人が周囲にいる問題、⑥身元引受人の問題、⑦生活環

境の問題が抽出されました。

　また、矯正施設退所後に福祉的支援につなげるための課題

として、「矯正施設退所後、地域で通院できる精神科の医療

機関が少ない」、「矯正施設内で実施したプログラムを地域に

引き継げない」、「特別調整の対象者となることを拒否する」、

「支援者に知識と技術が求められるが、学ぶ機会が少ない」、

「身元引受人や帰住先があることで特別調整の対象にならない

ケースがある」、「更生保護施設、グループホームなど女性が

使える社会資源が少ない」などの回答が得られました。この

結果についてコーディングを行って分析すると、①医療的ア

プローチの課題、②心理的アプローチの課題、③福祉的アプ

ローチの課題、④支援者スキルの課題、⑤制度の課題、⑥社

会資源の課題が抽出されました。

Ⅲ．考察
　調査１より、矯正施設を退所した知的障害等のある女性は、

犯罪行為に至るまでに、図１に示されたような多岐にわたる

困難を複合して経験していることが分かりました。不安定な

就労といった社会経済的な困難に加え、いじめや虐待の被害

などトラウマティックな体験も含まれていることから、住居

や経済基盤などの社会的要因に対する支援だけではなく、心

理的な要因に対する支援の必要性が示唆されました。このよ

うに支援ニーズが複雑で多様化しているため、BPSモデル

など理論に基づいたアセスメントにより事象を多面的に整理

し、福祉の支援者だけではなく、医療、心理など多職種の支

援者が多角的に支援に参画していくことが求められます。

　調査２より、矯正施設を退所した知的障害等のある女性を

福祉的支援につなげる上での課題を６つ抽出しました。この

うち、矯正施設を退所した知的障害等のある女性の支援にお

いて特徴的な課題として挙げられるのが、「制度の課題」、「社

会資源の課題」、「対人援助技術の課題」です。

　「制度の課題」では、特別調整の要件の一つに「矯正施設退

所後に適当な住居が無いこと」があります。しかし今回の調

査では、知的障害等のある女性のおいては、身元引受人とな

る家族や知人がおり、何らかの形で住居が確保されることが

多いために特別調整の対象とならず、本来福祉的支援の必要

性が高いにも関わらず支援が行えない場合があることがわか

りました。現状の特別調整の制度は、支援の必要性がある知

的障害等のある女性が潜在化しやすい一面があることが推測

されます。

　この課題に対応するために、矯正施設入所中においては、

矯正施設・保護観察所・定着支援センターが連携し、支援の

必要性がある受刑者を潜在化させないよう丁寧な情報共有を

行う仕組みを作っている地域があることが分かりました。こ

のような対応がシステム化されることが望まれます。

　また、帰住地があるため特別調整の要件は満たさないもの

の福祉的支援が必要と判断される場合の対応として、「一般調

整」という方法があります。帰住地があり特別調整の対象と

ならない知的障害等のある女性においては、一般調整の利用

が有用と考えられます。ただし、一般調整の利用についても

本人の同意が得られるとは限らないこと、調整を行う定着支

援センターは少数体制のセンターが多いため、特別調整に加

えて一般調整の利用を増やしていくにはマンパワー不足とい

う課題があります。

　「社会資源の課題」では、矯正施設退所後、女性専用の更生

保護施設やグループホームなどの社会資源が少ないことが分

かりました。調査では、男女混合の更生保護施設やグループ

ホームなどで女性が利用可能であっても、過去の被害体験の

影響や再被害の可能性を考慮すると利用を避けなければなら

ないケースの存在も指摘されました。そのため、女性が安心・

安全を確保しつつ利用できる社会資源の充実が望まれます。

　「対人援助技術の課題」では、矯正施設を退所した知的障害

等のある女性には過去に被害的な体験をし、心理的な支援を

必要とする人が多いという個人的要因と、「制度の課題」、「社

会資源の課題」で挙げたような地域生活を支援する上での

環境的要因を配慮して支援する必要があり、高度な援助技

術が求められます。しかし、これらの要因に対する援助技

術を学ぶ機会は少なく、支援現場のOJT等に頼らざるを得

ない現状があります。

　また、福祉職のスキルアップだけではなく、司法、医療

など他領域との連携体制を強化することで、矯正施設を退

所した知的障害等のある女性の地域生活支援の質の底上げ

を図ることができると推察されます。

　最後となりますが、本研究にご協力頂いた皆様には感謝

申し上げると共に、今後も引き続きご支援、ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。
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Ⅰ．動機がどこにある？
　まず、私自身のことを振り返って考えてみようと思いま

す。恥を忍んで話題にしますが、しばらく前から“メタボ”

という言葉がやけに身近なものに感じられるようになってき

ました。健康のためにダイエットしなくてはと、ジョギング

を始めてみたりするのですが…お察しの通り、決心して行動

を起こしてもすぐに続かなくなることを繰り返して今に至り

ます。一方、知人・友人のなかには、ジョギングやマラソン

を私と違って長いこと続けている人も何人かいらっしゃいま

す。この違いは何なのでしょうか？

　私の場合、ジョギングという行動は「運動をすると体重計

の数値が下がる」という、自分の“外側”にある動機づけに

よるものです。目標数値を達成できた状況を思い描き、「よ

し決めた！絶対やせるぞ！」と、初めこそはその動機付けは

強く作用し張り切ってジョギングしますが、日がたつにつれ

「まぁいいか」と動機づけが弱まりだんだんサボりがちにな

り、そのうちやめてしまう…何度も味わった挫折感です。ま

た、なんとか粘り強く頑張って目標体重を達成した時も、達

成した後、ジョギングを続ける動機づけがなくなってしまい

リバウンドするということも起こりがちです。外側にある要

因を動機づけにする場合、行動を持続させたり、質を高めた

りすることはなかなか難しそうです。

　ジョギングを長く続けられる人に、なぜ長く続けられるの

かと聞いてみると、「楽しいから」「気持ちがいいから」といっ

た言葉が返ってきます。つまり、ジョギングという行動自体

が 「楽しい」「気持ちいい」というように、動機づけが自分

の“内側”にあるようです。毎度毎度、ジョギングをするこ

とそのものが喜びになるわけですから、持続しやすくなるし、

満足のいく走り方を追求するなど質も高められそうです。

　このように、その人にとって動機づけがどこにあるのか、

自分の“内側”なのか、“外側”なのかということが、ある

行動を起こしたり、持続したりすることに大きく影響すると

言えます。

Ⅱ．行動を起こし、持続させる原動力になるもの
　ここでもまず、私自身のことを振り返ってみたいと思いま

す。“スケジュール管理”についてです。

　たしか学生のころから、毎年、スケジュール手帳を購入し

ていた記憶があります。スケジュールを把握し管理する必要

性は当時も高かったはずなのですが、実際には、ほとんど記

入せず、真っ白な手帳のまま、年の暮れを迎えていました。

来年こそは活用しよう、と決心するのですが、なかなか使え

ないまま同じことを繰り返していました。ところが、それま

では毎年、見開きの左ページに４日分、右ページに３日分、

各曜日の横長の記入欄が振り分けられている“ホリゾンタ

ルタイプ”と呼ばれるものを購入していたのを、ある年、各

曜日の記入欄が縦長で上から下に向けて時間の経過を表す

“バーチカルタイプ”の手帳を購入したところ、自発的に毎

　診療をしているなかで、感心して嬉しくなる瞬間がたくさんあります。その一つが、子どもでも大人でも、当事者でも家族・

関係者でも、その人“自らが”、建設的、適応的な行動を起こしたことを見たり知ったりした時です。一方で、「何回注意

しても直らない」「支援しているのに問題行動が減らない」など、当事者が行動を“起こさない”、“変えない”ということ

について困っている周囲の人たちの話もしばしば耳にします。

　今回は、人の行動の背景に関わる重要な要素の一つである“動機づけ”について取り上げてみようと思います。

行動の源となる『動機づけ』
診療部長　成田　秀幸
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日記入し、毎日確認しながら活用するようになったのです。

自分のスケジュールの特徴や、自分の物の見方や認識の仕方

の特徴と、手帳の仕組みがマッチしたのだと思います。「わ

かりやすい」「使いやすい」「便利」という『有用感』が内的

な動機づけになって、自らスケジュールを管理するという行

動が持続しています。余談ですが、自閉スペクトラム症のあ

る方に、生活の中で視覚的なスケジュールツールを用いるこ

とがありますが、定着する方とそうでない方の違いは、その

ツールの仕組みがその人にマッチしているか、その方にとっ

て有用なものになっているかどうかということかもしれませ

ん。

　『興味関心』『好奇心』も、行動を起こし持続する原動力に

なります。

　最近、コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染予防の取

り組みとして“手洗い”をこまめにするよう呼びかけられて

います。大人の場合、感染予防という手洗いの目的の理解が

“外側”の動機づけとなって、今のところ手洗いが習慣化し

ています。しかし幼い子どもの場合、少なくとも大人のよう

には手洗いの本来の目的を理解したり、意識し続けたりする

ことは難しいです。では、どうするか。テレビ番組で紹介さ

れていたあるご家庭での工夫が素晴らしいものでした。外出

から帰宅し玄関のドアを開けると、廊下にビニールテープで

形どった“線路”が作られており、その行く先は洗面台につ

ながっていました。幼いお子さんは玄関で靴を脱ぐと、その

“線路”に沿って自ら洗面台まで行き、手を洗っていました。

「お外から帰ったらまず手を洗うんだよ」「おててに見えない

バイ菌がいっぱいいるんだよ」という言葉かけではなかなか

定着しない行動の手順も、『興味関心』『好奇心』という内的

な動機づけをうまく活用することで、自発的な行動を起こし

持続させることにつながります。大人は引き付けられず踏み

越えていってしまうようなビニールテープで作った“線路”

も、今のその子にとっては魅力的でつい引き付けられてしま

うものなのでしょう。自閉スペクトラム症の方の支援におい

ても、生活で使用するスケジュール等のツールをその方の好

きな色で統一してみたり、お気に入りの音楽を次の予定の手

がかりにしたり、『興味関心』『好奇心』を積極的に活用して

いくことで、動機づけを高められると思います。

　その他にも、「できた！」という達成感や、感覚的な心地

よさ、ピッタリはまった感覚など、内的な動機づけになる要

素は人それぞれ違うし、まだまだたくさんありそうです。ま

た、前回テーマにした自己効力感と内的な動機づけはお互い

に“高めあう”関係にあります。逆に、当事者に興味関心が

見出しにくかったり、意欲が低かったり、内的な動機づけが

乏しく見えるときは、自己効力感が乏しいからかもしれませ

ん。そんな時はまず、日々の成功体験を積み重ねて自己効力

感を高められることを優先的に考え、周囲が関わっていく必

要があります。

Ⅲ．おわりに
　はじめにも書いたように、周囲は「こうしてほしい」とあ

れこれ期待するわけですが、行動の主体はあくまで子どもで

あれ大人であれ当の本人です。周囲がその人の行動を外側か

ら直接変えることはなかなかできないのは考えてみれば当然

のことかもしれません。どのように行動するかは本人の動機

づけが大きく影響しています。どんなことが本人の内的な動

機づけになるのかに注目してみましょう。例えば“不登校”

という状況についても「どうして学校にいけないんだろう？」

ではなく、「どうしたら学校に行きたくなるだろう？」と考

えてみましょう（もしそれが見いだせないのなら、学校に行

こうと思えない本人の気持ちが少しわかるかもしれません）。

　「こうあるべき」「みんな〜なんだから」といったことをた

だただ押しつけたり、周囲が考える文脈での行動変容を本人

に一方的に求めるのではなく、どんなことに興味があるのか、

どんなことが心地よいのか、本人のことをもっともっと詳し

く知ること、そして知ったことを生かして本人が自ら行動し

たくなるような“おぜん立て”をしてみましょう。
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　令和２年１月、国内で新型コロナウイルス感染が確

認されて以降、日本国内のみならず世界的な広がりを

見せ、４月７日には７都道府県に、４月10日には全国

に「非常事態宣言」が発令され、私たちの身近にある

多くの店舗から、マスク、手指用アルコール消毒液が

無くなるなど、その影響は多方面に出ています。その

様な状況の中で、今後、障害者雇用に及ぼす影響が懸

念されます。国立のぞみの園の一般就労に向けた活動

及び周辺施設等の限られた状況下で確認された情報で

はありますが、企業の障害者雇用に向けた「職場実習」

の一時中止、採用時期の見合わせ、採用予定の凍結な

どのケースが聞かれています。過去にあった、リーマ

ンショックや東日本大震災発生時にも同様に障害者雇

用率が前年度と比べ伸び悩んだ時期があったかと思い

ます。本稿では、新型コロナウイルス感染拡大と国立

のぞみの園の就労支援サービスへの影響及び感染予防

対策の取組についてまとめてみました。

　国立のぞみの園では、就労継続支援B型及び、就労

移行支援の２つの就労支援事業を提供しています。

　就労継続支援B型における生産活動は、「しいたけ栽

培」「酒饅頭製造」「受託作業」の３つに分類されます

が、その全ての生産活動に影響がでています。しいた

け栽培では、地元スーパーでの販売は、４月において

はほぼ前年同月の販売量を確保できているものの、飲

食店への定期出荷は、「非常事態宣言」を受け店舗が

臨時休業となったため、出荷がストップし前年同月比

３割減となりました。酒饅頭については、主な販売先

が、各種イベント、老人介護施設等への訪問販売のた

め、新型コロナウイルス感染症対策として、全てのイ

地域支援部　就労 ･ 活動支援課長　新井　邦彦

ベント、訪問販売を自粛した事により、３月は売上げ

が前年同月比９割減となりました。また、受託作業の

一つである、段ボール組み立て作業では、元請け業者

内で新型コロナウイルス罹患者が確認されたことによ

り、工場が休業となり、一時出荷できない状態となり

ました。その他の受託作業においても、観光業、全国

的な経済の落ち込みに合わせ受注量が減っている状態

が続いています。

　就労移行支援では、就労・生活相談支援センターの

一般相談の見合わせ、一般企業を訪問しての見学や体

験及び実習の受入れ中止、委託職業訓練事業の休止

等、十分な求職活動が実施できない状況が続いてお

り、電話などを活用した活動が中心となっています。

その為、一般就労を目指す利用者の中には、先の見通

しが立たない事への不安を抱いている利用者もおり、

就職への気持ちを維持できるように支えています。例

えば感染予防対策で毎日実施するテーブルやドアノブ

等の清拭作業を通じて、「掃除の仕事もできるように

なったね」「この拭き方は、窓をふくときにもできそ

うだね」など、現下の状況で得られた経験や技術の向

上を評価して伝えると共に、「この経験をどのような

仕事の場面で生かせるか」など職種を例に挙げて一緒

に考え、就職先の選択肢が広がった事を説明する様に

しています。本来であれば、直ぐにでも職場見学の機

会を計画し、さらに踏み込んで仕事のイメージを深め

られるよう調整を行うところですが、今は、このよう

にして企業訪問や面接を心待ちにする利用者へ支援を

行っています。

　こうした状況の中、新型コロナウイルス感染予防の

新型コロナウイルス感染拡大と
国立のぞみの園の就労支援サービスへの影響
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ため、利用者、職員が一丸となって様々な対策を実施

していますが、その取組を通じて、利用者にも変化が

みられました。具体的な対策としては、厚生労働省か

ら示された内容に沿って①起床時、出勤時の検温　②

発熱がある際には自宅で静養する　③マスクの着用　

④手指の消毒　⑤建物内の定期的な消毒　⑥３密とな

らないための換気や間隔を空けた配席等　を実施し

ています。職員への周知はもちろんの事、利用者へも

啓発チラシなどを用いて、新型コロナウイルスに罹患

したときの症状、感染症対策の内容とその効果をただ

伝えるだけでなく、グループワークなどを通して利用

者、職員が一緒に考える時間を設定しました。また、

手指消毒では、職員と一緒に実行しながら確認するな

どして理解を深めました。感染症対策を始めた頃は、

検温、マスク、手指消毒を忘れる、消毒等の手順通り

に行わないなど、なかなか定着しませんでした。しか

し、職員が率先して毎日続けて行うことで、マスクの

着用が苦手な利用者が次第に着用出来るようになり、

最近では利用者間で「マスクがズレてるよ」「病気に

なるから気をつけないと」などと会話をしている様子

がみられています。また、検温の際には、「昨日より

体温が高いなぁ」などと自身の体調の変化を気にする

など「健康状態」に意識が向いていることを感じられ

る場面が多くなりました。このことは、一般就労を目

指す利用者にとって不可欠な健康管理や感染症対策へ

の意識の醸成に繋がったと思います。

　最後になりますが、新型コロナウイルスが収束し、

医療、高齢や障害分野で働く職員、障害を持った方々

が、笑顔で働ける日常が一日でも早く来ることを心よ

り願っております。

スクール形式の配列へ変更 洗面所は間隔を開けて使用

席数を減らした食堂
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【おことわり】
新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を踏まえて「令和２年度　強度行動障害支援者養成研修（基礎研修・実践

研修）指導者研修」につきましては、オンラインでの開催を含め調整中です。開催のご案内は法人ホームページで

お知らせいたします。

知的・発達障害者のすこやかシリーズ１

健 康 診 断
̶Medical Checkup̶

　健康とは、日常生活や社会生活の基礎です。知的・発達障害者が元気な老後を
迎えるために、知的・発達障害者のすこやかシリーズとして、第一弾『健康診断』
を刊行いたしました。
　「健康診断は、どうして必要なの？」ということから、「障害のある人が、健康
診断を受ける方法」や「健康な生活を送るために大切な３つのこと」など、健康
診断を受ける機会が少ない知的・発達障害者の健康づくりにお役立ていただきた
い一冊です。
　今後も引き続き発刊の予定がございますのでご期待ください！

新価格500円（消費税・送料込）

※書籍の詳細につきましては、国立のぞみの園のホームページをご参照ください。

NEW

強度行動障害
支援者養成研修
【基礎研修】受講者用テキスト

価格1,200円（消費税・送料込）

あきらめない支援

高齢知的障害者支援の
スタンダードをめざして

価格1,000円（消費税・送料込）

価格1,000円（消費税・送料込）

理論と実践で学ぶ知的障害
のある犯罪行為者への支援

価格1,500円（消費税・送料込）

こどもたちが
おしえてくれたこと
発達障害のこどもたちと
向き合う臨床の現場から

価格500円（消費税・送料込）

行動問題をかかえる利用者に対する
入所施設における実践事例集

事例で読み解く
障害者虐待

価格1,000円（消費税・送料込）
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○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・
短期入所・日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416 【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を提
供しています。
TEL.027-320-1388 【診療部発達診療・臨床心理係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けてい
ます。
TEL.027-320-1327 【診療部医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520 【事業企画部相談支援係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働い
ている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催、実習生等の受入について

　研修会やセミナーの開催、大学・専門学校などからの学生等の受入のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357 【事業企画部研修係】
　
○ボランティアの受入、施設見学について

　ボランティアの受入や施設見学等のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1322 【事業企画部養成係】

○刊行物のお支払い方法

　刊行物をご購入いただいた際のお支払いにつきまして、お客様の利便性を図るため、ゆうちょ銀行の取扱いを始め
ました。
　詳細は、ホームページ https://www.nozomi.go.jp をご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613 (総務部) 
FAX.027-327-7628 (直通)

編集事務局からのお願い
　市町村合併や人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりま
した場合には、新しい送付先名等をFAXやE－メールなどで事務局あてにご連絡をいた
だけますと幸いです。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ https://www.nozomi.go.jp
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。




